第４回和光市産業振興計画策定委員会　議事録
日　時：平成23年2月10日(木)9：30～

場　所：和光市役所3階庁議室

出席者：郭洋春委員長、斎藤和康副委員長、宮原優委員、鳥井俊之委員、原田正雄委員、川曲幸生委員、生越満委員、村上達也委員、山田智好委員
オブザーバー：結城浩一郎（企画部政策課)、斉藤定男（建設部道路安全課)、古市宣好（和光理研インキュベーションプラザ)

事務局：山﨑悟（市民環境部長兼産業支援課長)、遠藤秀和（産業支援課課長補佐)、上原弘之（産業支援課主任)

コンサルタント：昭和株式会社（岡田洋・門井浩美・須田雄一郎)
欠席者：オブザーバー：佐々木一弘（建設部都市整備課)

１　開会
○事務局　定刻になりましたので、ただ今から、第4回和光市産業振興計画策定委員会を開催いたします。

　本日の委員会は、和光市情報公開条例によりまして会議を公開しております。傍聴席を設けておりまして、本日、1名の傍聴人の申し出がございますので報告いたします。

　ここで資料の方の確認をさせていただきます。資料の1番、和光市産業振興計画（修正案）がございます。次に、資料の2番、計画の全体のチャートを示したものでございます。資料の3番といたしまして、委員の皆さまの意見を集約しようと入れたものでございます。最後に、第3回の策定委員会における議事録でございます。皆さん、資料のほうはよろしいでしょうか。

　それでは、開会に当たりまして、郭委員長にごあいさつをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

２　委員長あいさつ

○委員長　本日は、早くからお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

　第4回目の和光市産業振興計画策定委員会を開催することになりました。また、本日で和光市産業振興計画を完成させて、早いうちに市長にそれを答申したいと考えております。

　前回、皆さま方からのたくさんの貴重なご意見を頂きまして、それを盛り込む形で産業振興計画を策定いたしました。また、その過程におきまして、皆さま方から一度資料を手に取っていただいて、また、アンケートという形でご意見を頂戴（ちょうだい）して、それをなるべく反映する形で、本日の資料作成をしております。
　皆さま方に頂いたご意見を基に作られた産業振興計画でございますが、かなりボリュームがあるものになっております。やはり、これは現在、和光市が抱えているさまざまな産業振興、それをどのようにするかということを考えたときに、当然これだけの中身が入ってくるのだろうなと考えております。

　本日は、皆さま方に頂いたご意見を基にして作られた和光市産業振興計画を最終的に完成する最後のまとめになりますので、皆さま方の、積極的なおかつ忌憚(きたん)のないご意見を頂戴（ちょうだい）できればと考えております。最後までご協力よろしくお願いいたします。

３　議事

○委員長　議事に入る前に、本日、新たに委員として委嘱させていただきました、村上委員より、一言ごあいさつを頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

○村上　前任の北畑が1月1日で栃木の製作所のほうに行くことになりまして、後任という形で浜松のほうからこちらへ来ました、村上と申します。よろしくお願いいたします。以前の北畑と同様にごひいきいただければと思いますが、また違った見方、観点ができるのではないかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

○委員長　第3回目の議事録でございますが、これにつきまして、何かご意見、ご指摘はございますか。そうしましたら、特にないということで、第3回目の議事録につきましては、配布いたしましたこの内容で決定させていただければと思います。

　それでは、早速議事のほうに入らせていただきます。お手元にあります「和光市産業振興計画(案)」につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

(1)和光市産業振興計画(案)について

○事務局　お手元に厚い冊子である和光市振興計画(修正案)、A3版の大きな資料②、計画全体チャート、A4版のやや薄い和光市産業振興計画(案)ご意見の概要と対応結果とございますが、まず、本編と申しますこの分厚い冊子と全体チャート、これを使いまして、計画案をどのような構成、概要にしているのかというご説明を差し上げたいと思います。その後、ご意見の概要と対応結果を用いまして、皆さま方から文書で頂いたご意見の概要、今回、それに対してどのような修正、対応をしてきたのかということを報告させていただきます。

　まず、この全体チャートを1枚めくっていただきたいと思います。この全体チャートといいますのは、編の厚い冊子の目次構成と対応したものになってございます。本編のほうの序章、1章、2章、3章が、この冊子の2枚にわたりまして、序章から第7章、そして最後、実施計画の四角囲みまでございます。まず、この大きな用紙の一番左の上に、序章、「産業振興計画とは」ということで、計画の性質、なぜ策定するのかということを書いてございます。

　それから、第1章で「本市の概況」ということで、(1)の位置・面積から(7)の財政状況まで、産業振興計画を策定するに当たって、相対的に関連性の強いものと考えられる事項について整理を行っています。ここにはその概要が示されております。

　それから、右側の第2章、「上位・関連計画等」と上段にございますが、この計画を策定するに当たって、既に踏まえるべき計画が存在しておりますので、それらを踏まえましたということを言っております。

　それから、第3章で、「産業の現状」ということで、まず、3－1でわが国全体の産業の概況を整理した後に、3－2で本市の産業の状況、商業・サービス業、工業、農業、そのほかに分けまして、現況を整理しました。それらのエッセンスがこちらに掲載されているものです。そして、委員の方からご意見を伺ったほかに、第4章の4－1で、昨年度に市民意向調査、市民に対するアンケートや、それからインタビュー調査を実施しております。市民意向の概要を4－1に整理しております。それから、昨年の夏に事業者・農業者の方々に郵送配布、訪問回収によるアンケート調査を実施しておりますので、その結果の概要もこの4－2にまとめております。

　このように、さまざまな概況、上位・関連計画、産業を取り巻く現状、それから市民、事業者・農業者の方々のご意向、これらに委員の方々からのご意見も踏まえて、総合的に後半の部分、右側のページの部分を作成いたしました。基本構想という、いわゆるビジョンの部分と、右側の実施計画という、今後、この4月からの3か年で、実際何をやっていくのかという実施計画から分けて作成をしております。

　まず、ビジョンの部分で、第5章です。産業振興上の課題、課題認識について整理しております。まず、こだわりと個性ある取り組み。特に、地域経済の成長に効果の高い新技術・新商品の育成・開発が課題である。それから、産業振興というのは、企業をバックアップするのみならず、市民生活の向上があってこそ成り立つ部分、それから産業振興が市民生活の向上につながる要素がございますので、これらを車の両輪と考えながら対応していくことが重要ではないかということを、第５章の四角囲みの中に示しております。それから、(1)から(4)までは、分野別に商業・サービス業、工業・中小企業育成、農業分野、そのほかの分野、それぞれの分野に対応した形で課題を抽出し、整理したところです。

　一方、こういう課題認識に至った後、では、何をするのだという方策にいきなり入るのではなくて、将来、どうあるべきだから、何をしていくべきだという章が必要だろうというご指摘もございまして、第６章、「産業振興の方向」の中に将来像等を整理しておるところです。キャッチフレーズとして、「本市の特徴、交通の利便性の高さや資源の存在などを活用して、市民や事業者など、多様な主体の連携・協働によるにぎわいのあるまち」というものにしております。これは今まで皆さま方から頂いた意見の最大公約数的な文言として、市と協議し、このように設定しております。

　それから、そもそも産業振興計画が何を目指すべきなのか、この理念、意義といったものをいま一度確認しておく必要があろうということで、市内産業の活性化と市民生活の向上を、相乗的効果を持って発展させていきたいということを書いてございます。

　ここでちょっと本編をごらんいただきたいのですが、48ページです。修正した現在の概念図はこのようになっております。青いらせん状の矢印が上に伸びているかと思います。将来の「にぎわいあるまち“和光”」というものの実現に向けて、産業の振興と市民生活の向上策をともに努力していて、互いの相乗効果をもって発展していく。その産物として、財政基盤が安定したり、人口が増えたり、雇用の拡大につながったり、観光・交流機会の拡大につながったりといった姿を理想像として示しているというのが、ここの部分になります。

　次に、6－3の将来推計で、年間商品販売額、製造品出荷額、認定農業者数ということで、数値目標を立てるべきだろうということでございますが、実は、これについては1年前に策定された総合振興計画のほうで既に数字が明示されておって、庁内もその目標の実現に向けて動いていますので、本計画でも踏襲した数値を掲載しております。

　次に、7章ですが、5章の課題を解決し、6章の将来像等を実現するために何をやっていったらいいのか、その考え方を示しております。まず一点目で、地域ブランドの創出ということで、地域に眠っている、あるいは既に活用されている資源にどんなものがあるのかを集める、分析する。それらを基に戦略を作っていく。そして、実際に和光市自体が「ああ、あれだな」と認知されるような地域ブランドといわれるものを開発していく。そして、それを広く情報発信していくということを(1)点目に据えております。これらは農業、製造業、工業、商業、サービス業という縦割りではなく、横割りで互いの連携により進める事項であると思います。

　それから、(2)番目で、中小企業の数の割合が多い現状から言えば、中小企業の経営基盤の強化を支援していくというものが行政計画上の重要事項のうちの一つであろうということで、現在も既に行われている融資制度はあって、財政状況も厳しい中ではあるわけですが、資金融資、商工団体さんへの活動の支援を継続しながら、いろいろな工夫をしながら充実に努めていくと。それから、企業市民認定という制度が既にスタートしていますので、企業が地域に貢献していただく。市行政としては、そのバックアップを手伝うという枠組みをより強化していこうという視点。それから、小売業の方を支援する、あるいは、市民にとって買いやすい買い物空間を整備する、その辺から商業環境づくりと。道路舗装とか、そういうハードなものにとどまらず、空き店舗紹介、そのほか、ソフトなものを含めて、商業の活性化に努めていくということを書いております。

　(3)番目が新産業の創出で、やはり、新産業というのは、「言うはやすし行うはがたし」な面がございますけれども、大きなチャンスとしては、和光北インターというところで面開発が動いているわけですので、そこでの企業誘致、あるいは、そのほか市内全域での市内への定着に向けて、いろいろな支援策が講じられるだろうということ。それから、和光理研インキュベーションプラザの情報発信、あるいは利用促進のために、さまざまな主体が連携して努力している。行政はそれに対して適切なバックアップをしていくこと。イノベーションセンターについても同様かと思います。

　農業の面は、都市農業の基盤強化・担い手の育成としまして、担い手育成のための都市農業支援という名称で施策が動いておりますので、それらを継続・充実していくこと。農地環境保全対策などもメニューとして挙げてあります。それから、農地が小規模なものが分散しているのは効率が悪いという指摘がございますので、また、都市農業でいたずらに規模拡大というのはどうかという面はございますが、利用集積、それから農業体験ということで、いわゆる農業を職とされていない方に農に触れ合っていただくということ。それに関連しまして、市民農園・体験型農園、既に一部オープンして利用していただいていますけれども、その運営、さらには拡大に努めていくということです。

　それから、直売所ということで、例えば、それは(1)番地域ブランドの創出とリンクさせながら、新しいタイプの直売所にする、あるいは情報発信をするなどから、その充実を支援していくというものを挙げております。

　それから、事業所自体を支援するのではなく、働く人の環境を整えることによって、実際、事業所にとってもプラスになり、ひいては産業の振興にもつながるという観点から、就労支援・勤労福祉の推進ということで、ハローワークが国の機関から県、あるいは地方分権の流れにつながるかどうかということも国のほうで議論されていますが、少なくとも今のハローワークと連携しながら、市のほうでも求人情報に対する情報提供などにおいて連携していこうと。

　それから、事業者に雇用促進を頑張っていただく啓発活動。それから、就労を希望する人たちに対して支援をし、後押しをしていくこと。勤労者の意識を高めて、互いに競争していただくという観点も必要なので、技能者を表彰するなどの制度も継続していくことを書いております。そのほか、勤労福祉センターの管理・運営、勤労者住宅資金貸付などについては既に存在している事業ですけれども、今後は逆に厳しく削られるような傾向もありますが、市としては、何とか頑張って今後も継続していきたいということを言われているようです。

　その右側に「実施計画」ということで、3年でまず何をやっていきましょうかということを右側に書いてございますが、平成23年度、4年度、5年度、それぞれ何から着手すべきか、準備すべきか、既にやっているものを継続すべきか、別の方向にすべきか、あるいは強化すべきということが、ある程度分かるような形で整理を行っています。

　それで、何が目玉かということに関して、大規模な計画をこの中に大々的に打ちあげられたかと言いますと、残念ながら、そういうことにはなってございませんが、特に地域ブランドということは全国的にブームになっておりますが、本市でも、和光市と言うと何でもあるけれども、逆に言えば、何でもあることが特化しにくいということがございますので、この計画で絞り込むというよりは、この計画をスタート地点として、何が本当に和光市のブランドとして輝いて、磨いていけるのかということを、みんなで検討していこうよということを趣旨にして、81ページ目、82ページ目の施策として打ち出しています。

　次に、文書で頂きました委員の方々からのご意見、それからその対応をどのようにしたのか、赤字で本編の部分を直してきておりますので、その辺を含めて説明をいたします。それでは、資料③、一覧表にしてあるA4の資料がございます。そちらを用いまして説明をいたします。

　まず、基本構想編に関しまして、序章から第4章の「市民意向、事業者・農業者意向の概要」の部分に関しまして、ご意見を頂いております。この部分に関しましては、もう少し文章的な説明が必要であるとか、もう少し見やすく、分かりやすくする必要があるといった趣旨のご意見、1番から4番のご意見を頂いておりますので、今回、ご意見を踏まえる形で修正を行ってございます。

　第5章、「産業振興上の課題」となります。こちらのほうにおきましても、No.6のほうで文章に関するご意見を頂いておりますので、こちらのほうも修正案で反映させていただいております。

　また、No.5になるのですが、インキュベーションプラザの有効活用の意味合いといったご質問があったのですが、この計画書の中では、インキュベーションプラザの認知度に関しまして、「知らない」といった回答の方が多かったものですから、事業者の方々にプラザでの支援内容等を知っていただき、これまで以上に利用していただきたいと考えまして、有効利用という表現を用いてございます。

　また、No.6なのですが、新たな産業への発展につながるようなイベントが必要ではないかという趣旨のご意見を頂いておりますが、既に鍋合戦ですとか市民まつりもございますし、そちらのほうがイベントとして市内に定着しているかと思いますので、このイベントを通じ、新たな産業への発展が必要というふうに考えております。

　第６章、「産業振興の方向」になります。No.7からNo.14に関しまして、本文45ページの将来像の説明に関してご意見を頂いております。ご意見に関しましては、踏まえまして本文のほうで修正をさせていただいております。

　また、No.15に関しましては、本文の46ページの連携・協働のイメージ図です。こちらのほうでもう少し分かりやすい表現が必要なのではないかというご意見を頂きましたので、図のほうも修正をさせていただいております。修正個所は赤字のところになってございます。

　「産業振興の目的」の部分になります。No.16からNo.20までに関しましては、目的に関するご意見を頂いております。ご意見を踏まえまして修正した部分がございます。その部分は赤字で表記させていただいております。また、報告書の構成ですとか整理の仕方に関してのご意見を、20番としていただいております。今回、本文の中で、将来像と目的に関して分けた整理を行っている関係と、産業振興計画が比較的短期間の計画であるということもございまして、課題の優先性にもある程度配慮した中で、今回、課題から将来像、基本方針というような形で整理をさせていただきました。

　21と22のご意見なのですが、こちらに関しましては、本文48ページのイメージ図に関してのご意見でございます。これまで出させていただいたイメージ図がいろいろなものを複合させたような表現をしておりましたので、若干分かりづらい面があったかと思います。スパイラルアップが入るイメージなどのご意見も頂いておりますので、これらも踏まえまして修正をさせていただきました。

　第7章、「産業振興の基本方針」に移ります。まず、地域ブランドの創出なのですが、No.23からNo.27に関しまして、文章表現に対するご意見などを頂いております。中には具体的な提案もございましたので、ご意見を踏まえた形で修正を行っております。

　また、No.25なのですが、段ボールクラフトに関してご意見を頂いておりますが、今回、本計画書の中の段ボールクラフトに関しての記述は、市内の別企業の取り組みを意識したものでございます。本計画ではあくまでも例として記載をしておりまして、今後、ブランド化を目指す際には、該当する事業者さん、農業者さんも含めまして調整のうえ、ブランド化を目指していくことになると思いますので、ご理解いただきたいと思います。

　「中小企業の基盤強化」のほうに移ります。こちらのほうでも文章表現に関してご意見を頂いておりますので、28番は本文のほうに赤字修正の形で反映をさせていただきました。また、No.29なのですが、市内産業の活性化と市民生活の向上の中で、特に市民生活の向上に関しまして、駅周辺の道路整備ですとか、商業の活性化のほうももう少し盛り込んではどうかというご意見を頂いております。この回答としまして、駅周辺には土地区画整理事業による道路等の基盤整備によりまして、商業機能の強化というのを誘導していく考えでございます。

　No.30、中小企業の経営の厳しさに関してご意見を頂いております。中小企業の経営にはさまざまな理由が考えられることから、これらすべてに対応した施策というものはちょっと困難ではないかと考えております。そのため、この計画の中では、一つ一つに言及することまではしていないような形の整理となっております。また、新たな理研さんとのコラボレーションで、新しい製品を作る企業に融資する制度を創設するなどのご意見を頂いてはおりますが、共同開発に関しての融資に関しては、本文の55ページの中小企業の経営支援の中に含めたつもりでおりますので、そのようにご理解いただきたいと考えております。

　「新産業の創出」の部分でございます。新産業の創出に関しまして、31番ですとか32番のご意見を頂いております。こちらも新産業の創出などを考慮いたしまして、近年、産業育成支援担当が設置されておりますので、今後も和光理研インキュベーションプラザと連携しまして、広報・実践を行っていくという考えでございます。32番に関しまして、インキュベーションプラザの空室に関するご意見を頂いております。本計画の中では空室への対応まで言及はできませんが、和光理研インキュベーションプラザと連携し、引き続き利用促進のための広報を行っていく考えでございます。

　「農業の基盤強化・担い手の育成」の部分でございます。No.33からNo.36で具体的な表現に関してご意見を頂いているところもありますので、本文のほうに赤字で修正をさせていただきました。

　また、33番、34番で農業の基盤強化・担い手の育成に関して、もう少し踏み込んだ整理が必要ではないかというご意見を頂いておりますので、こちらを踏まえまして、市のほうで、農作業に興味のある方をボランティアとして登録し、市内の農家で農作業を手伝う制度を開始しています。本文のほうに修正等をさせていただいております。

　資料③のほうは、8ページ目に移りまして、「実施計画編」となります。No.37から41番までの具体的なご意見を頂いております。こちらのほうに関しましても、本文のほうを赤字で修正を行っております。また、No.33に関するご意見なのですが、今回、委員会資料として、基本構想編と実施計画編を１冊にまとめた形でお配りしております。実際、この計画は、基本構想編が8年間の計画、実施計画編が３年間の計画ということで計画期間が異なりますので、印刷などをする際には、それぞれ基本構想編と実施計画編を分冊のような形に考えておりますので、実施計画編の最初にも産業振興計画に対する説明が必要と考えまして、そういった部分も入れさせていただいております。ただ、ご意見を踏まえまして、一部修正等を行っているところがございます。

○委員長　これから先につきましては、特に第5章、「産業振興上の課題」の41ページから、第7章の「産業振興の基本方針」の63ページまで、特に具体的に産業振興にかかわる部分につきまして、最終的に少しご意見を頂いて、本日、取りまとめたいというふうに考えております。

　では、まず副委員長からいかがでしょうか。

○斎藤　43ページのところですが、鍋合戦が終わって、それでそのままになってしまうのかということで、商工会の理事会の中でも話し合っておりまして、優勝した鍋を和光のお店さんで提供していただこうということで、今、進めております。

　実は明日、優勝したチームのところへお邪魔させていただいて、煮ぼうとうの具材を提供していただけるということで、和光のお店さんにご協力いただいて、商工会のほうで1日だけのお祭りにしないようにしようということで進めておりますから、「創出に至っていません」ではなくて、今、進めているところ、動き出しているところでございます。

○委員長　山田委員、ご意見をいかがでしょうか。

○山田　今、TPPの問題でいろいろ話題になっておりますけれども、和光市の産業に対する影響はどういうふうになるのかなと思っております。まだ決定したわけではないですが、議論になると思います。
○事務局　TPPにつきましては、今、基本的には全国農業会議という国の農業委員会の一番の組織というのがございまして、今、その中で、TPPの可決に反対ということで、書名活動が進められております。2月から4月にかけて、和光市内の農家や農業団体の方、TPPに反対の方が署名活動を行って、今、それを国に報告をして、何とかならないかなということで進めているような状況でございます。それ以後の対応につきましては、今のところ話がなかなか決まっておりませんので、その動向を見ながら考えていきたいと思っております。

○委員長　川曲委員、いかがでしょうか。

○川曲　今、修正案のほうで支援とかがいろいろ出てきますが、今、市でも予算削減というお話が出てきて、われわれもいろいろなところで、イベントなどの会話に携わっておりますと、こちらも予算が削られ、こちらも予算が削られというお話が多い中で、支援、支援とたくさん出てくるのですが、一方では予算を削る、一方では支援、支援という形でやって、そちらのバランスがうまくいけるのかというのがあるのですが。

○委員長　予算と実行の実際のバランスがどうなのかというようなご懸念ということで、これは本当に市に頑張っていただくということしかないと思います。平成23年度の4月からも、実際、市のところでぜひともそれをお願いしたいということになるかと思います。

　やはり今回、この最後の修正案を検討する際に、こちらのフローチャートを見ると、産業振興をする際に必要な計画が一覧できるかと思います。基本的に実際にそういったものが必要な計画が盛り込まれているのかどうか、そして、その盛り込まれた計画を実施する行動計画、そこにちゃんとその要素が含まれているのかどうかという点を中心に、ご検討していただければと思います。

　その際に、こちらの第7章のところで、(1)の地域ブランドの創出から(5)番目の就労支援・勤労福祉の推進というのがございますが、これはこの図を見てしまいますと、すべてが並列に並んでいるようなイメージになってしまいますが、これは並列に並んでいるというよりは、例えば、(2)の中小企業の基盤の強化、あるいは、(4)の都市農業の基盤強化・担い手の育成というのは、まさにこれが発展していけば、(3)の新産業の創出ということにつながっていきますし、そうやって新しい産業の創出が生まれてくれば、それが(1)の地域ブランドの創出ということになっていくのではないかという形で、これは横一線に並んでいるというよりは、まさにお互いが応答できる、相互に影響を及ぼしながららせん状に発展していくというようなことになるかというふうに考えております。

　先ほど、副委員長のほうからも、既に鍋合戦というものが一過性のものではなくて、今、地域のお店で取り扱っていただくように働き掛けているということになりますと、これがまさに和光市の一つの地域ブランドにもなる可能性も非常に高いわけですから、そういうものがまた新しい産業を生み出していくという可能性にもなるわけですから、そういう観点でぜひともご理解、あるいはご検討をしていただければと思います。

　生越委員はいかがでしょうか。

○生越　わたしが考えていたのと、この直ってきたのでだいぶギャップがあると思っておりまして、例えば、この資料の③の1ページ目のNo.4。アンケートの結果についてということで、37ページ、38ページ、39ページに、詳細については参考資料を参照と書いていただいているのですが、ここでは、数字がどうなっているということを具体的に知りたいのではなく、ここに書いてある市民の意向。どれは優先順位が高くて、どれがそれほどでもないのかということを知るために、この回答が多いというのが６割ぐらいなのか、9割なのか、皆さまが思っていることなのか、大方の人が思っていることなのかということで、その優先順位を付けて、最終的に7章の基本方針なり実施計画のところで、今、網羅的に書かれておりますが、どれが最初にやるべきかという、財源などが限られているので、取捨選択をしなければならないと思うので、その取捨選択の材料をここで示したほうがいい思い、具体的に数字を書くべきではないかと思っております。

　次が2ページ目の6番なのですが、鍋合戦のことで、「新たな産業の創出に至っていません」というのは、そもそもこの和光市民まつりや鍋合戦というのは、新たな産業創出のためにやっているのか。今、副委員長のお話を聞いて、1日だけでは終わらせないという意図を酌もうとすると、新しい産業創出ということではなくて、この祭りで、今ある商業なり何なりの振興ということを目指していく、この祭りをやることで、その祭りの中だけではなくて、周りの商店の商品が売れて、それで振興するということであれば、ここは新たな産業の創出ということではなく、イベントを通じて、商業やサービス業の振興ということを目指していくということに書き換えたほうがいいと思います。

　あと、第6章なのですが、ここはよく分かりません。例えば本文の45ページで将来像というふうに書いてあって、青で囲っている下に「本市の特徴を活用」と「多様な主体の連携・協働」、「賑わいあるまち」というのが3つ並んで書いてあるのですが、上の2つは手段ではないかと思います。賑わいあるまちというのは総合振興計画の基本目標として掲げてあるので、これを産業振興の将来像というふうに掲げてしまうと、次の47ページにある「市民産業の活性化」と「市民生活の向上」ということとの関係が分かりにくくなってくる。

　「賑わいあるまち」というのは、もう総合振興計画の基本目標として掲げているので、「賑わいあるまち」というのはどういうことかということを、産業振興という観点でとらえると、「市民産業の活性化」と「市民生活の向上」と書いてある47ページの目的が出てきて、それを実現するためにどうするかということが、45ページの市の特徴を活用し、多様な主体の連携・協働を行うという、こういう手段を使ってそれを実現するという流れになるのではないかと思いました。

○事務局　アンケートにつきましては、ご指摘のように9割も多い、3割でも一番多ければ多いということなので、そのプライオリティーがどの程度強いものかは、数字をそのまま入れるかどうかは別として、何らかの表現をしたいと思います。それから、2点目の鍋合戦については、新産業創出よりも既存産業の振興の視点としてあるべきではないかというご指摘もあるので、どこをどう直したらいいか検討させていただきたいと思います。3点目は、ご指摘のように、因果関係が若干交じっている部分もあるかと思いますので、検討をさせていただきたいと思います。

○委員長　アンケートにつきましては、もう少し数字を出して分かりやすくするといいかと思いますが、43ページの鍋合戦が既存の産業ではないかという。要するに文章としては、イベントを通じた既存産業の振興、ひいては新たな産業の創出という形で、新しい産業が生まれないわけではなく、既存の産業が発展しないわけでもないので、2つを盛り込めば相乗作用という形にもなりますので、そういった形で表現をすると、恐らく生越委員の言われていることが明確に反映できるのではないかと思いますので、そのように修正したらいかがでしょうか。

　それから45ページの点については、ここの活用とか連携・協働という言葉というのは、一見すると手段ではないかという形で思われてしまって、確かにそのきらいはあります。しかしもう一方で、その活用ができるまち、協働や連携ができるまちという、そういう目的もあるということで、最終的にはそれが47ページのこういったイメージにもつながっていくという。多くの市や町がそういった協働とか連携ができず、それぞれの市民や事業者が個々にばらばらにという状況が、この産業振計画を通して連携ができ、あるいは活用できるという、まさにそういうにぎわいをつくれるようなまちになっていくという観点で、手段であり、なおかつ目的にもなるということで理解をしていただいて、それが45ページ具体的なイメージ図になっているという観点でとらえれば、45ページは確かに言葉としては足りないところがございますが、そのようにご理解いただきたいと思うのですが、生越委員、いかがでしょうか。

○生越　かなり修正が必要になってくるのではないでしょうか。

○委員長　ですから、もう一言、二言ぐらい付け加えて、活用できるまち、連携・協働できるまちとなれば、つくることができるまちというのは、なかなか今の地方、あるいは都道府県にもございませんので、まさにそういう市民参画、協働参画ができるまちなのだということを一言、二言付け加えることによって、多少なりとも補えるのではないか考えております。

　宮原委員、いかがでしょうか。

○宮原　46ページの将来像のイメージ図なのですが、左の下に和光市とあるのですが、和光市というのは、そもそも市民もいて、事業者もいて、商工会も役割があって、ここで和光市というのは、これはつまり、市役所というのか、行政というのか、そういったようなもので、それらの集合体が和光市というものになるのかなと思います。

　だから、和光市として下に位置付けられてしまっていて、それ以外の市民とか事業者とかの関係と書かれていましたが、やはり、イメージとしては、皆さんがそれぞれ主体であって、そういうものの集合体として和光市というのがあって、左下は行政と言ったらいいのか、市役所と言ったらいいのか分かりませんが、そういう言葉に置き換えられてもいいと思いました。

　それに伴いまして、45ページの下から2段目の多様な主体の連携・協働のところで、「和光市が行う施策や事業に参加・協力…」というところも、和光市ではなく、置き換えたほうがいいのではないかと思いました。

　もう一点なのですが、78ページの産業振興実施計画の②の計画の構成、実施計画のところで、当初、頂いた案では、確か「事業の優先度を明確にした、3か年の具体的な事業内容を設定しています」と書いてありましたので、計画ではなかなか優先度設定は難しいと思い、楽しみに見ておりましたが、優先度というものは出てこず、今回、その部分の記載を取ってしまったのが非常に残念で、優先度を入れられるものであれば、ぜひ入れていただいたほうが、計画を見た方は市としての考え方もだいぶ分かると思います。ただ、実際、優先度というのは難しいのであろうなと思いますので、こういう修正もやむを得ないのであろうかと考えております。

○事務局　わたしどもとしては行政のつもりで書いております。さらに県の振興の担当の方も来ていただいて、確認は取らなければいけないのですが、行政と言った場合は国も県も市も入るはずで、ただ、その最も中心となるのは和光市役所、市行政であると思います。従って、どう表現するかはすこし考えたいと思います。

○委員長　趣旨としては、行政ということをもう少しはっきりしたほうが、確かに和光市と言うと、その空間全体がイメージされてしまうことになって、その点、全員が入ってしまうことになってしまうと、まさにそのとおりになりますので、和光市役所を直接書くのか、あるいは行政と書いて、括弧して和光市役所、あるいは和光市という形にして、もう少し明確に、この4つの主体がそれぞれ対等な立場になるように工夫されたら、たぶん、そういった誤解は無くなると思います。それは先ほどの別のところでももう一つあった点で、少し修正を加えたらいかがでしょうか。

　それと優先度の問題はどうでしょうか。削った理由と、それについてどう考えているかという点で。

○事務局　最初、ご理解いただいた中では、実施計画では事業を減らすのではないかとか、3か年の具体的な事業内容を決定たる優先度はどこに記述があるのかというお話の中で、若干、とらえ方が間違っていたら申し訳ないのですが、方向性は全体的にこの中では出ているのですが、8年間かける内容はまだ細かく明記もされておりませんので、そこで、3年間のローリングということで実施計画を入れています。それは優先的な事業だということの理解で、例えば100の項目があったら、ではこれだけを3年の間にやります、というような、もともとの事業全体で、特段優先度を細かく掲げていないので、ここはこれに載せた事業を優先的に行っているといいますか、早い年度に仕掛けていくということでの理解で、すこしそういうことで取らせていただいたということがあります。

　ですから、入れることについてはまったくやぶさかではなく、逆にこれ自体が優先的というのは、早い時期に仕掛けられるということだけであって、特段、素早くこれを優先的にということでは・・・なかなかまだ予算的な問題もございますので、そこで表現として取らせていただいたと。

○委員長　もし、入れることにやぶさかではないということであるならば、着手できやすいもの、しやすいものというところで、もし、優先度をにおわすような表記でも良ければ、入れたほうが確かに非常に分かりやすく丁寧な表現になると思いますので、文言については事務局にお任せするということで、ご検討していただければと思います。

　原田委員、いかがでしょうか。

○原田　まず、インキュベーションプラザを利用している会社というのは17社ですか。非常にわたしは閉鎖的だと思うのです。まず、あれだけの施設に入ってしまうと、非常に居心地がいいので、居座りができるのではないですか。最初の話では3年から5年があそこにいられる単位だったと思うのですが、実際に3年は経過していると思います。目的が達成されて卒業された会社はあるのですか。例えば、うまくいかないで出た会社は１社か２社あったように聞いていますが、わたしが一番心配しているのがこの居座りです。中には外部に事務所まで構えて経営していた会社が「インキュベーションプラザなら経費補助があり、事務所費が安くつくので」と実際に入居した会社があります。そうなると、これは利用とかいろいろ書いてありますけれども、一般的な人が利用できないのではないですか。

　それから、あれだけの施設に国、県、市から補助されているからには、その目的に対する進捗度も公表する必要があるのではありませんか。その辺、これからの運営で考えていく必要があるのではないかと思うのですが。

　情報発信とか利用促進とか、いろいろ書かれていますが、これは1回入った人のもので新たに入る人には非常に厳しいところです。1回入ってしまうともう出ないのではないかと。その辺、これからどういうふうに進めていくのか伺いたいです。

○古市　現状についてお話しをさせていただきますと、3年前の1月にオープンしたものですから、ちょうど3年が過ぎたというところです。契約について基本は5年です。3年と5年となっていまして、3年の契約をされた人は徐々に出ていきます。あとは次の5年というような区切りになるのですが。それで、例えば売り上げでいきますと、年間売上が1億円以上の会社が17社のうち6社ありまして、売り上げが約5.8億。それ以外は１億円以下というような売り上げの状況になっています。こういう経済状況において売り上げから見ると、落ちている企業というのは2社ぐらいで、あとは並行か、あるいは少し上がっているということで、このような状況の中で、割と落ちていないというのが状況かという感じになっています。

　それから、今、このインキュベーションを卒業して外に出るという企業も3社ぐらいありまして、今週の月曜日にも土地区画整理組合に行ってみたところなのですが、一番大きなバイオ系の会社がありまして、9室入っております。年間2,000万ぐらい払ってもらっている企業なのですが、これはもうすぐにでも出られるということで、ここは埼玉では製造業でいくと、バイオが全国で１番なのですね。やはり、この費用はほかのところに行きますと大変打撃があるということで、今、何とかしたいということで動いているわけです。

　もう一つはこれも光関係の一見ベンチャーなのですが、これは製造業で言うと、全国で埼玉が2番なのです。この2つと、それから精密機械を今後、何とか新産業ゾーンにうまくスムーズに移したいと、そのようなことを市とか商工会とも話し合っているというのが現状です。

　あと、これに関係する意見ということで述べさせていただきます。インキュベーションの関係。前回のこの委員会で、69％が知らないという数字でした。それはいろいろな方にアンケートを採っていたものですから、昭和の会社の方に、「では、インキュベーションに関係する部門に対して何％ですか」という問い合わせをしたら、51％だったのです。51％もあまりよろしくないものですから、これは早速われわれとしても広報しなければいかんということで、商工会とも連携して売り出しています。

　それで、いろいろな資料を提供するわけですが、このインキュベーションというのは大体何なのかというところも含めて、こういう案内を始めているということと、商工会の工業会に入っている企業は、月に1回セミナーをやるものですから、商工会からそういうものを出しております。ただ、工業会に入っていない企業さんにも資料を提供する必要があるということで、こういう資料も増えて、そういう活動をしているというのが現状です。

○生越　インキュベーションの効果として、いわゆる国の競争的資金というのがあります。産業振興のための競争的資金というのを経済産業省、文部科学省が持っていまして、この和光インキュベーションプラザに入っている会社で、合計すると、たぶん年間で何億とか、正確な数字はよく分からなのですが、外部資金として10億、もしくはそれに近い合計として獲得している企業が多いです。

○古市　インキュベーションで言うと、それでいきますと、2年間で5.85億なのです。

○生越　それが直接和光市にお金が来るわけではないのですが、新たな雇用を生んでいますし、その周辺から何かを開発するための材料を買ってきて、われわれも非常に経済効果があるというふうにとらえているのですけれども、それをきちんと公表することによって理解を得られるということで、このインキュベーションプラザの情報発信というのは非常に重要になるのかなというふうに考えています。そういった形の情報発信、もしくは利用促進につながっていくのだと思います。

○原田　では、きちんとした会社で外部に事務所まであったところがあそこに入っているのですが、それはどういうことなのですか？インキュベーションなのだから、これからスタートする会社を入れたほうがいいと思うのです。

　半年ぐらい前に2室ぐらい空きができたというので、わたしは新しい事業をやるので入りたいなと思って行ったのですが、たまたま古市さんはいなくてほかの人だったのですが、ものすごく冷たい。もう新しく入るのが嫌なような印象を受けました。情報発信とか利用促進とか書いてある以上、もう少し他の人も親切な対応をするように指導していただきたいと思います。

○委員長　57ページの文章の2行目ですけれども、和光理研インキュベーションプラザの周知という、その後にも情報発信と書いてあるのですが、これですと、何かいかにもインキュベーションプラザを和光市が運営しているかのような、ちょっと誤解を生みますので、ここは和光市に設置されているとか、和光市内に存在している和光理研インキュベーションプラザという形に、表記をもうちょっと一言付け加えると、要するに、先ほどの、ちょっと国の機関だと助成の問題ということも出てきますので、そこは少し一言付け加えると誤解がないのではないかと思っています。

○原田　インキュベーションプラザの情報発信と利用促進、この利用促進というのは何を示しているのですか。

○事務局　現在、インキュベーションプラザについては、わたしどものほうでも市内産業の拠点として位置付けております。そちらに入っている入居者企業に関して支援するのももちろんのことなのですが、市内の企業さんに向けての支援もお願いしております。特に古市さんにはよくお願いをしているのですが、市内の方にセミナーに参加していただいて、市内の産業の方で困った方がいれば、プラザのほうに一度ご相談をしてくださいということで、そういった形の利用促進というのを考えております。

○原田　すると、講演会を聞くということですね。実際にインキュベーションプラザに一般の人が入りたいと言うと、5年とか7年とか待たなければならないわけですね。

○事務局　空きが出ない限りはそうです。

○原田　その辺、誤解があるのではないですか。

○委員長　では、今言われたように、「市内の事業者のために」とか、もう一言ぐらい加えて、確かに利用促進というと、何かどんどん使ってくださいと、入居してくださいという誤解を受けますので、今、言っていただいたことを少し簡潔に解説していただければということで。

○委員長　鳥井委員、いかがでしょうか。

○鳥井　都市農業の基盤強化・担い手の育成ということで、61ページの事業内容のイメージの項目の中で、この市民農園・体験型農園というところで体験型農園というふうに追加していただいたのですが、実際には、市民農園というのは市民の方に農地を貸してしまって、農業者はもう耕作をしていないということで、体験型農園というのはいろいろな呼び方がありますが、基本的には農業者が実際に耕作するということで、税制面で全く違うものになって、大きな違いが出てきますので、この辺を本当は別物として挙げて載せたほうがいいのと思っているのですが。

○委員長　税制の問題なので、確かに大変重要な問題ですので、項目をちゃんと2項目で立てるのか、あるいは、今言ったことが分かるように、少し別の一言を加えるのかということは、これも重要な問題ですので、事務局のほうで少し誤解のないような表記をぜひお願いしたいと思います。

○委員長　続きまして村上委員、よろしいでしょうか。

○村上　はい。まだ1月足らずで、一通り案を見させていただきました。

　産業振興ということで進めていく中で見ていったときに、やはり、和光市の強みを最大限に生かしていくのが一番早い振興なのだというのが一番なのですが、それに反して、和光市には弱みもあるのですね。わたしがちょっと思ったのは、電車の便が非常にいいところなのです。人が入ってきやすいのですが、逆に出ていっているのが非常に多いです。そう考えると、行政、事業主、農業の皆さんもありますが、それ以外で一般の市民の方の認識というものを、何かもっと和光市に魅力付けをし、「自分たちは和光市に住んでいるのだ」という誇りを持たせるということが産業振興に一番大切なことなので、市民一人一人、底辺のところの意識改革というものが何かできたらいいと思いました。

○委員長　非常に大事な意見で、確かに産業振興というと、具体的に産業を振興するための施策を考えるわけですが、そこに既に入っているのは、やはり、そこに住んでいる市民、住民なのですから、その人たちが自信と誇りを持って、和光市に住んでいることが非常に喜ばしいと。あるいは住みたいという、外部からの人がもっと来てくれるようなことを常に念頭に置きながら、この産業振興計画に着手して実施していくという、この視点は重要な視点だとわたしも思います。

○原田　和光に駅ビルができて、和光の商業をやっている人がそこに入れたらすごくいいと思うのですが、そういうことを要望する手段か方法が何かがあるのですか。これは早くやらないと、例えば、北朝霞駅に造られたら、「もう和光は要らない」になってしまうでしょう？だから、早く手を挙げる必要があるのではないかなという気がするのですが、どうでしょうか。
○事務局　今、北口の区画整理事業ということで、駅前も仮換地で土地がどう集まって行くのかわたしも細かいところまではまだ見ていないのですが、そういう中で、例えば、民間がそこに参入して駅ビルを建て、その中に医療関係が入るとだか、子どもの保育園が入る、そういう関係もございますし、原田さんが言われたように、そういうことで、特段まだイメージとしても出ていませんし、また、東武がどういう形で用地活動をしてくるのかもちょっと見えないところがございますので、ここで結論付けるのはちょっとできませんが、北口の区画整理事務所のほうに構想等がございますので、1回確認していただければと思います。

○斎藤　今の原田さんのご意見と、それから村上さんのご意見で、前回もお話ししてありますが、平成24年度にという話で、副都心線が横浜につながったときに、開通記念のようなことをやると思います。便利だから、みんなよそのまちから和光へ来てくれる。でも、何も手を打たないと、次の日から和光の人がみんな横浜へ遊びに行ってしまうということで、原田さんのご意見も村上さんのご意見も、便が良過ぎるということはメリット、デメリットなのです。みんな帰ってしまいます。だから、そういうことも踏まえると、何か拠点が必要だろうということです。

○委員長　本当に非常に大事な視点で、やはり、うまくいけばいくほど大きな落とし穴、あるいは、その後、ちゃんとすべてチェックアンドバランスをしていかなければいけないということがありますので、そういう点を踏まえながらこの計画を実施していただければというふうに考えております。

　本日は最後の委員会ということでございますけれども、この間、オブザーバーの方もご参席されておりますので、一言オブザーバーの方々からもご意見をちょうだいできればと思いますけれども、斉藤さん、いかがでしょうか。

○斉藤　全部出られなかったのでよくは分からないのですが、これが実現できたらいいと思っています。

○委員長　結城さん、いかがでしょうか。

○結城　わたしもオブザーバーとして、なかなか席にいることができなくて、細かいことというのは申し上げられないし、なかなか非常に質の高い議論をされているなというような印象です。

　和光市自体は非常に地理的な利便性が高いと同時に、それが弱みでもあり、強みでもあるというのは、総合振興計画の中でもかなり意識されていることで、これを有利に使うか、そのまま放置して不利になるかというのは、そこが非常に境目というか、分かれ目だと思います。その辺で、かじ取りをどうしていくかということは、今、非常に帰路に立たされているような状況ですので、やはり、ここからのプランが大切なのかということは、非常に強く感じております。

　総合振興計画のほうも来年から10年間の期間で開始されますので、市といたしましても、これと併せてなるべく効率的な方法で、何とかこの計画に沿ったような振興ができるような努力をしていきたいと思います。

○古市　インキュベーションプラザの認知度の69％、51％には驚いて、1月からもうとにかく活動をスタートしています。今年は、これからもインキュベーションをできる限り知っていただいて、来ていただけるような、そういうようなことを進めていきます。

○委員長　多くの民の方々から、あるいは官の方々からご意見を頂きましたけれども、実は、この23年度から行うというのは非常に大事なことでして、平成24年度に副都心線が横浜まで開通すると。まさにそのとき以降、和光市がさらに発展していくのか、あるいは、場合によっては人口流出や、あるいは産業がしぼんでしまうのかと。そうなりますと、やはり、24年度にそれを着手する1年前から、実際に産業振興を行い、そして、24年度の段階でうまくいけば、さらにそれを延ばしますし、もし、駄目な場合には、25年度にそれを実施するということで、まさにこの3年間というのは、この23年度から着手するというのは非常に大きな意味があるかと思います。

　その上で、やはり、この計画が実施されているならば、それをさらに広げていきますし、もし、できていない場合には、なぜできないのか、どうすればできるかということを常にチェックアンドバランスをしながら、ぜひともこの計画を一歩一歩着実なものにしていただければと考えております。本日頂いたご意見を踏まえながら、事務局に一任という形で最終的な確定版を作らせていただければというふうに考えておりますがいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

４　その他

○委員長　ありがとうございました。では、この後、スケジュールで、方向性につきましては、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局　では、今後のスケジュールについて事務局のほうから説明させていただきます。

　本日の皆さまの意見を取り入れ、こちらのほうを修正させていただいて、今後、活用させていただこうと思っております。まず、市民の方に広く意見を募集するということで、2月16日からパブリックコメントを実施いたします。期間としましては、20日以上の期間が必要という形になりますので、2月16日から3月7日の月曜日までパブリックコメントを行います。

　閲覧場所として、担当課は産業支援課の窓口、また、市役所1階の行政コーナー、図書館、公民館3館、勤労福祉センター、勤労青少年ホーム、また、市のホームページのほうで公開をさせていただきます。収集方法としましては、持参、郵送、ファクス、Ｅメールなどで産業支援課のほうに意見を送っていただくような形でお願いをしようかと思っております。また、周知につきましては、広報の3月号に載せさせていただきます。また、今回、市のホームページや電光掲示板のほうにも、「パブリックコメントを実施しています」というアナウンスをさせていただこうと思っております。

　こちらのパブリックコメントと並行してなのですが、以前、委員会の中でお話がありました、女性の意見をということで、今回、和光市商工会の女性部の方からの意見聴取というのを同時に行いまして、女性の意見というのもこの中に入れていきたいと思っております。

　また、3月7日、パブリックコメントが終了後、パブリックコメントの内容を事務局のほうで吟味させていただきまして、正副委員長と意見収集の調整を行いまして、大体3月9日から11日ごろに意見をまとめさせていただきたいと思っております。その後、3月14日から18日ごろにかけて、正副委員長から市長へ、今回の産業振興計画の素案の答申のセレモニーを行いたいと思っておりますので、後ほど日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その後に計画書のほうが納品されるような、作っていくような形になりますので、スケジュール的には3月31日、本年度でこの計画の策定をしていくという形になりますので、よろしくお願いいたします。

５　閉会

○委員長　1年間にわたりました産業振興計画の策定委員会ですが、基本的には本日をもちまして散会ということでよろしいですね。委員の方には、さまざまな形でご協力を頂きまして、本当にありがとうございました。

　以上をもちまして、第4回和光産業振興計画策定委員会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。

○事務局　第4回ということで、長期にわたりまして、また、非常に皆さん、お仕事がお忙しい中、ボランティアということで和光市産業振興計画の策定のご審議を頂きまして、誠にありがとうございました。
　いろいろご意見を頂きました。修正も若干ありますが、基本的にはこの形で進めさせていただくということで、今、市が厳しい財政ということで、かなり財政難ということでお話ししていますが、この将来像にもございますように、「特徴を活用した」「連携・協働」ということで、事業者の方、また、市民の皆さまの知恵をいろいろ拝借しながら、なかなか財源も非常に限られていますので、困難なこともございますが、いろいろ知恵を頂きながら、この計画案が実現するように、市のほうも努力していきますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。どうもありがとうございました。

 (以　上)
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